
地方交通審議会規則

平 成 1 3 年 １ 月 ６ 日

国 土 交 通 省 令 第 2 4 号

（所掌事務）

第１条 地方交通審議会（以下「審議会」という ）は、次に掲げる事務をつ。

かさどる。

一 地方運輸局長の諮問に応じて、地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を

調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を関係行政機関の長に建議す

る。

二 船員法（昭和二十二年法律第百号 、最低賃金法（昭和三十四年法律第百）

三十七号）及び船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）の規定によ

りその権限に属させられた事項を処理する。

（組織）

第２条 審議会は、委員九人以内で組織する。

２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員

を置くことができる。

３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置

くことができる。

（委員等の任命）

第３条 委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

２ 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は関係地方公共団

体の長若しくはその職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

３ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、地方運

輸局長が任命する。

（委員の任期等）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。

２ 委員は再任されることができる。

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了

したときは、解任されるものとする。

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査が終了した

ときは、解任されるものとする。

５ 委員、臨時委員及び専門員は、非常勤とする。

（会長）

第５条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。



２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代

理する。

（部会）

第６条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ 部会に属するべき委員、臨時委員、専門委員は、会長が指名する。

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選により

選任する。

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

５ 部会長に事故ある時は、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部

会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。

６ 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決と

することができる。

（議事）

第７条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなけ

れば、会議を開き、議決することができない。

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者

の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

３ 前２項の規定は、部会の議事について準用する。

（庶務）

、 。第８条 審議会の庶務は 地方運輸局企画観光部交通企画課において処理する

（雑則）

第９条 この省令に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営に関

し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この中央省庁等改革推進本部令（次項において「本部令」という ）は、。

内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八八号）の施行の日（平成

十三年一月六日）から施行する。

（この本部令の効力）

２ この本部令は、その施行の日に、地方交通審議会規則（平成十三年国土交

通省令第二十四号）となるものとする。

附 則（平成二〇年八月八日国土交通省令第七〇号）

（施行期日）

第１条 この省令は、平成二〇年十月一日から施行する。



（経過措置）

第２条 この省令の施行の際限にあるこの省令による改正前の様式又は書式に

よる申請書、証明書その他の文章は、この省令による改正後のそれぞれの様

式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。


